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五
年
戦
争
史
研
究
と
戦
争
責
任
問
題

　
－
南
京
事
件
を
中
心
に
1

は
じ
め
に

　
い
わ
ゆ
る
教
科
書
間
題
や
靖
国
神
社
公
式
参
拝
間
題
、
そ
し
て

最
近
の
藤
尾
文
相
発
言
に
対
す
る
反
応
な
ど
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

一
九
八
O
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
ア
ジ
ァ
藷
国
か
ら
の
対
日
批
判

に
は
と
り
わ
け
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
日

本
帝
国
主
義
に
よ
る
侵
路
の
深
い
傷
痕
が
未
だ
に
癒
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
現
実
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ア
ジ
ア
の
中
に
お
け
る

現
在
の
日
本
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
対
す
る
鋭
い
批
判
が
そ
の
根

底
に
あ
り
、
そ
れ
が
過
去
の
対
日
関
係
を
常
に
批
判
的
に
再
認
識

さ
せ
る
と
い
う
「
構
造
」
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
は
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
現
実
の
対
日
関
係
の
中
で
不

吉
　
　
田

裕

断
に
再
生
産
さ
れ
る
性
椿
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
時
の
経

過
と
と
も
に
侵
略
の
記
憶
が
薄
ら
い
で
ゆ
く
と
い
う
性
椿
の
も
の

で
は
決
し
て
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
の
根
幹
を
な
す
戦
争
責
任
問
題
一
つ

を
と
っ
て
も
我
々
日
本
人
自
身
の
歴
史
認
識
は
き
わ
め
て
陵
味
で

壱
り
、
ア
ジ
ァ
諸
国
の
民
衆
意
識
と
の
間
に
大
き
な
断
層
が
存
在

し
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
増
々
拡
大
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

今
、
こ
こ
で
は
、
い
く
つ
か
の
世
論
調
査
を
手
が
か
り
に
し
て
、

日
本
人
の
戦
争
責
任
認
識
を
素
描
す
る
こ
と
か
ら
問
題
を
始
め
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
一
は
、
日
中
一
五
年
戦
争
に
対
す
る
日
本
人
の
歴
史
認
識
の

問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
二
年
の
日
本
世
論
調
査
会
の
世
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↑
）

論
調
査
u
「
対
米
・
対
中
意
識
と
内
閣
政
党
支
持
率
」
に
よ
れ
ぱ
、

「
日
本
が
中
国
と
戦
争
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
う
思

い
ま
す
か
」
と
の
間
い
に
、
「
悪
い
こ
と
を
し
た
と
恩
う
」
1
1
二

六
・
四
％
、
「
自
衛
上
当
然
だ
」
H
八
・
四
％
、
「
や
む
を
得
な
か

っ
た
」
1
－
四
六
・
六
％
、
「
な
ん
と
も
思
わ
な
い
」
1
－
四
・
○
％
、

「
そ
の
他
」
1
I
O
・
七
％
、
「
わ
か
ら
な
い
・
無
回
答
」
“
二
二
・

九
％
、
と
い
う
回
答
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
衛

戦
争
だ
と
強
弁
す
る
者
は
さ
す
が
に
少
数
で
あ
る
と
は
い
え
、
戦

争
の
加
害
性
を
明
確
に
認
識
す
る
者
も
四
分
の
一
程
度
に
と
ど
ま

り
、
両
者
の
間
に
、
明
確
な
加
害
者
認
識
・
帝
国
主
義
戦
争
認
識

を
持
た
な
い
層
が
分
厚
く
存
在
す
る
と
い
う
構
図
を
読
み
と
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
他
の
世
論
調
査
か
ら
も
同
様
の
傾
向
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、
日
中
国
交
回
復
前
の

一
九
七
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
毎
日
新
聞
社
の
世
論
調
査
＾
「
『
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

国
と
中
国
人
』
全
国
世
論
調
査
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぱ
、
八

六
％
の
者
が
国
交
の
正
常
化
を
是
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は

次
の
通
り
で
あ
る
（
複
数
回
答
）
。
「
大
き
な
市
場
を
の
が
す
」
”

四
七
％
、
「
世
界
の
大
勢
に
遅
れ
る
」
n
一
三
％
、
「
戦
争
の
ケ
リ

が
つ
か
な
い
」
1
1
一
五
％
、
「
攻
め
こ
ま
れ
る
不
安
が
多
い
」
■
一

O
％
、
「
共
産
主
義
に
賛
成
」
H
二
％
、
「
同
文
同
種
で
隣
国
」
1
1

五
〇
％
、
「
そ
の
他
・
無
回
答
」
1
－
四
％
。
一
見
し
て
明
ら
か
な

よ
う
に
、
国
交
回
復
の
原
点
で
あ
る
戦
争
責
任
問
題
な
い
し
戦
後

処
理
問
麺
に
対
す
る
認
識
が
、
き
わ
め
て
希
薄
な
こ
と
に
あ
ら
た

め
て
驚
か
さ
れ
る
。

　
第
二
に
は
、
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
主
体
的
な
戦
争
責
任
認
識
の
間

題
で
あ
る
。
安
丸
良
夫
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
敗
戦
直
後
の

日
本
の
多
く
の
民
衆
は
、
「
戦
争
と
敗
戦
に
い
た
る
過
程
を
『
ダ

マ
サ
レ
タ
』
と
い
う
論
理
で
と
ら
え
て
納
得
し
た
」
の
で
あ
り
、

「
そ
こ
に
は
、
戦
争
賛
任
を
み
ず
か
ら
の
も
の
と
す
る
意
識
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
〕

完
全
に
欠
落
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
意
識
構
造
は
、

そ
の
後
大
き
な
変
容
を
と
げ
る
こ
と
も
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
一
九
八
二
年
に
N
H
K
放
送
世
論
調
査
所
が
実
施
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

た
「
『
日
本
人
の
平
和
観
』
調
査
」
は
、
「
一
般
国
民
の
戦
争
責

任
」
に
つ
い
て
も
間
う
て
い
る
が
、
「
一
般
の
国
民
は
、
軍
国
主

義
の
教
育
や
情
報
に
だ
ま
さ
れ
、
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
被
害
者
で

あ
っ
て
、
国
民
に
責
任
は
な
い
」
⊥
二
六
・
三
％
、
「
あ
の
戦
争

は
、
日
本
の
自
衛
と
ア
ジ
ァ
の
平
和
の
た
め
に
や
っ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
軍
国
主
義
だ
と
か
、
被
害
者
だ
加
害
者
だ
と
い
う
よ
う
な

間
題
で
は
な
い
」
＾
一
七
・
六
％
、
「
そ
の
他
」
H
O
・
五
％
、
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「
わ
か
ら
な
い
、
無
回
答
」
H
一
六
・
一
％
に
対
し
て
、
「
当
時
の

国
民
は
：
：
－
少
な
く
と
も
ア
ジ
ァ
の
人
々
に
対
し
て
は
、
加
害
者

で
あ
る
」
と
回
答
し
た
者
は
、
二
九
・
五
％
に
す
ぎ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
筆
者
の
間
題
関
心
は
、
こ
う
し
た
戦
争

責
任
間
題
を
め
ぐ
る
唆
味
な
歴
史
意
識
の
存
在
が
、
戦
後
歴
史
学

の
あ
り
方
と
も
、
た
と
え
部
分
的
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
種
の

照
応
関
係
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

少
な
く
と
も
、
戦
後
歴
史
学
が
国
民
の
歴
史
認
識
に
対
し
て
固
有

の
責
任
を
担
う
こ
と
を
常
に
宣
言
し
て
き
た
以
上
、
こ
の
間
題
で

の
戦
後
歴
史
挙
そ
の
も
の
の
再
検
討
が
不
断
に
要
講
さ
れ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
現
在
の
筆
者
に
は
、
こ
の
課
題
に
全
面
的

に
こ
た
え
る
だ
け
の
充
分
な
準
傭
が
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
本
稿

で
は
、
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
戦
争
犯
罪
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る

南
京
事
件
（
い
わ
ゆ
る
南
京
大
虐
殺
）
の
問
題
を
中
心
に
し
て
、

戦
争
責
任
論
の
視
角
か
ら
戦
後
に
お
け
る
一
五
年
戦
争
史
研
究
に

は
ら
ま
れ
る
藷
間
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
あ
わ
せ
て
、
南
京
事
件
研
究
の
今
後
の
課
趨
に
つ
い
て
も

ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

南
京
事
件
を
め
ぐ
る
論
争

　
戦
時
下
、
徹
底
し
た
報
遺
統
制
の
下
に
置
か
れ
て
き
た
日
本
国

民
が
、
南
京
事
件
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
敗
戦
後

の
一
九
四
六
年
五
月
か
ら
一
九
四
八
年
一
一
月
に
か
け
て
開
廷
さ

れ
た
極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
の
審
理
を
通
じ
て
で
あ

っ
た
。
法
廷
に
お
い
て
は
、
日
本
の
戦
争
犯
罪
を
象
徴
す
る
大
事

件
で
あ
っ
た
た
め
に
検
察
側
の
立
証
に
対
す
る
弁
謹
側
の
反
証
が

注
目
さ
れ
た
が
、
「
弁
護
側
の
”
反
撃
。
は
、
意
外
な
ほ
ど
淡
白

　
　
　
＾
5
〕

で
あ
っ
た
」
。
南
京
攻
略
戦
の
最
高
指
揮
官
、
松
井
石
根
大
将
の

弁
護
人
伊
藤
清
に
よ
れ
ぱ
、
弁
護
側
は
、
「
検
察
側
の
証
拠
は
圧

倒
的
で
あ
り
、
世
界
中
に
あ
ま
り
に
も
悪
評
が
高
か
っ
た
事
件
で

も
あ
り
、
・
－
－
事
実
そ
の
も
の
の
認
否
の
事
は
一
応
に
止
め
、
方

面
軍
司
令
官
と
し
て
こ
の
よ
う
な
不
法
行
為
の
防
止
に
出
来
る
だ

け
の
努
カ
を
は
ら
っ
た
こ
と
、
そ
の
部
下
に
直
接
的
責
任
の
地
位

に
在
っ
た
軍
司
令
官
や
師
団
長
が
い
る
こ
と
、
ゆ
え
に
松
井
被
告

に
刑
事
責
任
ま
で
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
の
方
針
を
と
っ

　
　
　
＾
6
〕

た
」
と
い
う
。
少
な
く
と
も
東
京
裁
判
の
段
階
で
は
、
検
察
側
の

立
証
に
圧
倒
さ
れ
、
弁
護
側
と
い
え
ど
も
事
件
の
存
在
そ
の
も
の

を
正
面
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
史
の
長
い
時
の
流
れ
の
中
で
、
こ
の

事
件
の
存
在
を
事
実
上
否
定
す
る
潮
流
が
成
長
し
て
く
る
こ
と
に
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な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
朝
日
新
聞
社
の
本
多

勝
一
記
者
が
、
一
九
七
一
年
に
『
朝
日
新
聞
』
紙
上
に
連
載
し
た

　
　
　
　
　
9
〕

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
っ
た
。
本
多
記
者
は
中
華
人
民
共
和
国
で

の
取
材
に
基
づ
い
て
、
南
京
事
件
・
平
頂
山
事
件
・
三
光
政
策
な

ど
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
日
本
帝
国
主
義
の
戦
争
犯
罪
の
実
態
を

追
跡
し
、
読
者
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
『
諸
君
！
』
一
九
七
二
年
四
月
号
に
「
『
南
京
大
虐
殺
』
の

　
　
＾
8
）

ま
ぽ
ろ
し
」
を
発
表
し
て
南
京
事
件
の
報
遣
の
さ
れ
方
に
疑
問
を

呈
し
た
の
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
鈴
木
明
で
あ
っ
た
。
以
後
、
こ

の
鈴
木
論
文
を
起
爆
剤
と
し
て
、
事
件
の
存
在
そ
の
も
の
を
事
実

上
否
定
す
る
南
京
事
件
“
「
ま
ぽ
ろ
し
」
説
が
一
部
の
マ
ス
コ
ミ

を
媒
体
に
し
て
急
遠
に
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
。
同
時
に
、
こ
う
し
た

動
き
は
、
洞
宮
雄
、
本
多
勝
一
、
高
崎
隆
治
ら
の
手
厳
し
い
反
論

を
よ
ぴ
お
こ
し
、
こ
こ
に
南
京
事
件
を
め
ぐ
る
周
知
の
論
争
が
本

格
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
こ
の
論

争
は
、
「
ま
ぼ
ろ
し
」
派
か
ら
の
有
効
な
反
論
の
な
い
ま
ま
に
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

移
し
、
論
争
と
し
て
は
、
し
だ
い
に
「
下
火
」
に
向
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
う
し
た
中
で
、
こ
の
論
争
が
再
燃
す
る
の
は
、
一
九
八
○
年

代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
南
京
事
件
の
存
在
そ
の
も
の

を
事
実
上
全
面
的
に
否
定
し
た
田
中
正
明
の
著
書
、
『
”
南
京
虐

　
　
　
＾
1
0
）

殺
・
の
虚
構
』
の
出
版
前
後
か
ら
再
び
論
争
が
活
発
化
す
る
。
こ

の
時
期
に
再
ぴ
「
ま
ぽ
ろ
し
」
派
が
撞
頭
し
て
く
る
背
景
に
は
、

日
本
の
「
犬
国
化
」
に
よ
っ
て
自
信
と
自
負
を
深
め
た
民
族
主
義

者
た
ち
が
、
教
科
書
間
趨
に
象
徴
さ
れ
る
ア
ジ
ァ
か
ら
の
対
日
批

判
に
対
し
て
敵
儀
心
を
肥
犬
化
さ
せ
た
事
情
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
以
後
、
論
争
は
、
『
朝
日
新
聞
』
や
『
サ
ン
ケ
イ
新

聞
』
な
ど
の
主
要
日
刊
紙
ま
で
ま
き
こ
ん
だ
形
で
展
開
さ
れ
現
在

に
至
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
激
し
い
論
争
に
も
、
最
近
で
は
よ
う
や

く
新
た
な
転
機
が
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
直
接
の
契
機
と

な
っ
た
の
は
、
士
官
学
校
出
身
の
旧
陸
軍
将
校
の
親
睦
団
体
で
あ

る
借
行
社
の
最
近
の
動
向
で
あ
る
。
こ
の
借
行
社
の
機
関
誌
『
借

行
』
は
、
一
九
八
四
年
四
月
号
か
ら
一
九
八
五
年
二
月
号
に
か
け

て
、
畝
本
正
巳
の
「
聾
言
に
よ
る
『
南
京
戦
史
』
」
を
一
一
回
に

わ
た
っ
て
連
載
し
、
甫
京
の
日
本
軍
が
基
本
的
に
は
「
シ
ロ
」
で

み
る
こ
と
を
「
論
証
」
し
よ
う
と
す
る
努
カ
を
続
け
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
、
連
載
の
過
程
で
編
集
者
の
意
に
反
し
て
、
捕
虜
な
ど
の

虐
殺
を
裏
づ
け
る
垂
言
や
記
録
が
か
な
り
出
て
き
た
ぱ
か
り
で
な

く
、
連
載
終
了
後
の
『
借
行
』
一
九
八
五
年
三
月
号
は
、
編
集
部
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名
で
「
証
言
に
よ
る
南
京
戦
史
〈
そ
の
総
括
的
考
察
〉
」
を
い
さ

さ
か
唐
突
と
も
思
え
る
よ
う
な
形
で
掲
載
し
た
。
そ
し
て
そ
の
中

で
、
虐
殺
・
掠
奪
・
暴
行
な
ど
の
南
京
に
お
け
る
日
本
軍
の
蛮
行

の
事
実
を
認
め
、
「
中
国
人
民
に
深
く
詑
ぴ
る
し
か
な
い
。
ま
こ

と
に
相
す
ま
ぬ
、
む
，
こ
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
の
立
場
を
公
に
し

た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
変
化
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
、
「
ま
ぼ
ろ

し
」
派
の
中
心
的
論
客
で
あ
っ
た
田
中
正
明
の
資
料
改
ざ
ん
事
件

で
あ
っ
た
。
一
九
八
五
年
一
一
月
二
四
日
付
『
朝
日
新
聞
』
、
一

一
月
二
五
日
付
同
紙
、
板
倉
由
明
「
松
井
石
根
大
将
『
陣
中
日

　
　
　
　
＾
n
〕

記
』
改
鼠
の
怪
」
な
ど
で
次
々
に
報
道
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

件
の
内
容
は
、
田
中
正
明
が
そ
の
編
書
に
収
録
し
た
松
井
大
将
の

「
支
那
事
変
日
誌
抜
粋
」
お
よ
ぴ
「
陣
中
日
誌
」
に
、
甫
京
事
件

の
存
在
を
否
定
す
る
方
向
で
大
幅
な
改
ざ
ん
の
手
を
加
え
て
い
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
が
内
容
だ
け
に
、
こ
の
事
件
の

発
覚
は
、
田
中
正
明
に
代
表
さ
れ
る
南
京
事
件
1
－
完
全
「
ま
ぼ
ろ

し
」
派
の
退
潮
を
一
層
促
す
も
の
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
う
し
て
現
在
の
段
階
で
は
、
虐
殺
の
規
模
と
範
囲
に

関
す
る
間
題
は
別
に
し
て
、
南
京
事
件
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定

す
る
議
論
は
事
実
上
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
お
り
、
従
来
、
「
ま

ぼ
ろ
し
L
説
の
立
場
を
と
り
続
け
て
き
た
グ
ル
ー
プ
の
中
に
も

『
借
行
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
明
確
な
軌
道
修
正
の
動
き
が
現

わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
板
倉
由
明
の
最
近
の
一
連
の
論

＾
皇

稿
も
同
様
の
動
き
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
促
し
た
要
因
は
何
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
は
、
こ
こ
数
年
の
間
に
、
南
京
攻
賂
戦
に

参
加
し
た
旧
軍
関
係
者
の
記
録
や
証
言
が
次
々
に
発
掘
・
公
表
さ

れ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
兵
士
の
従
軍
日
記
や
証
言
に
始

ま
っ
て
中
島
今
朝
吾
第
一
六
師
団
長
の
日
記
に
ま
で
及
ぷ
広
範
囲

な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
捕
虜
の
集
団
虐
殺
な
ど
の
局
面
が

か
な
り
明
確
に
な
っ
た
。
第
二
に
は
、
そ
う
し
た
新
資
料
を
基
礎

に
、
南
京
事
件
を
め
ぐ
る
激
し
い
論
争
に
も
触
発
さ
れ
な
が
ら
、

南
京
事
件
研
究
が
こ
こ
数
年
の
間
に
急
遠
な
進
展
を
み
せ
た
こ
と

で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
本
多
勝
一
「
南
京
へ
の

＾
竺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
這
）

道
」
、
藤
原
彰
『
南
京
犬
虐
殺
』
、
吉
閏
裕
『
天
皇
の
軍
隊
と
南
京

＾
並
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
〕

事
件
』
、
洞
宮
雄
『
南
京
犬
虐
殺
の
証
明
』
、
秦
郁
彦
『
南
京
事
件
』
、

笠
原
十
九
司
「
南
京
大
虐
殺
の
全
貌
は
な
ぜ
報
道
さ
れ
な
か
っ
た

＾
”
）か

」
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
一
連
の
研
究
に

よ
っ
て
事
件
の
実
態
が
多
面
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

の
間
、
中
国
側
の
研
究
書
も
日
本
国
内
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
資
料
の
発
掘
と
研
究
の
進
展
の
中
で
、
従
来
の
「
ま

ぼ
ろ
し
」
派
も
事
件
の
存
在
そ
の
も
の
は
事
実
上
認
め
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
な
「
ま
ぽ
ろ

し
」
派
の
軌
遺
修
正
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ

の
意
味
で
、
甫
京
事
件
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
明
ら
か
に
新
た
な
段

階
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
他
方
で
、
多
年
に
わ
た
っ
て
南
京
事
件
の
存
在
そ
の

も
の
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
非
学
間
的
な
議
論
の
横
行
を
許
し
、

未
だ
に
少
な
く
な
い
国
民
が
事
件
の
存
在
に
疑
惑
の
念
を
い
だ
き

続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
戦
後
歴
史
学
の
あ
り
方
そ
れ
自
体

に
も
問
題
を
投
げ
か
け
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
戦
争
責
任
間
題
と
戦
後
歴
史
学

　
侵
略
戦
争
へ
の
根
本
的
反
省
か
ら
出
発
し
た
戦
後
歴
史
学
は
、

日
本
の
「
近
代
化
」
過
程
そ
の
も
の
の
中
に
内
在
す
る
侵
略
戦
争

へ
の
構
造
的
要
因
を
政
治
・
経
済
・
杜
会
・
思
想
な
ど
様
々
な
面

か
ら
解
明
し
て
き
た
。
こ
の
「
構
造
」
分
析
の
面
に
お
け
る
研
究

の
進
展
に
は
、
確
か
に
著
し
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
問
題
は
、
侵
略
戦
争
の
最
も
醜
悪
な

側
面
を
な
し
、
戦
争
賛
任
問
遷
の
前
提
で
も
あ
る
戦
争
犯
罪
の
実

態
の
解
明
が
明
ら
か
に
立
ち
遅
れ
た
事
実
で
あ
る
。
南
京
事
件
に

関
し
て
も
、
そ
の
真
相
の
究
明
は
、
洞
宮
雄
の
一
連
の
業
績
を
別

に
す
れ
ぱ
、
、
こ
く
最
近
ま
で
、
本
多
勝
一
な
ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
に
よ
っ
て
中
心
的
に
担
わ
れ
て
き
た
。
江
口
圭
一
が
き
わ
め
て

率
直
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
［
口
本
軍
が
中
国
で
な
に
を
し
た
か

と
い
う
戦
争
史
の
第
一
義
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
…
…
む
し
ろ

関
心
は
意
外
に
希
薄
で
さ
え
あ
り
、
基
礎
的
な
事
実
す
ら
把
握
さ

　
　
　
　
＾
2
1
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
娑

れ
て
」
い
な
い
、
と
い
う
の
が
歴
史
学
界
の
現
状
で
あ
ろ
う
。

　
南
京
事
件
1
1
「
ま
ぽ
ろ
し
」
説
に
し
て
も
、
そ
れ
が
か
な
り
の

影
響
カ
を
持
ち
え
た
一
つ
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
歴
史
研
究
の

側
の
立
ち
遅
れ
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ

る
。
例
え
ぱ
、
鈴
木
明
は
、
多
く
の
歴
史
家
は
、
「
『
侵
賂
戦
争
が

い
か
に
人
の
心
を
荒
廃
さ
せ
る
か
』
と
い
っ
た
抽
象
的
な
表
現
」

で
南
京
事
件
の
背
景
を
説
明
し
て
き
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論

難
し
て
い
る
。

　
　
　
歴
史
を
書
い
た
り
、
説
明
し
た
り
す
る
「
専
門
家
」
は
、

　
　
本
気
で
「
侵
略
戦
争
で
荒
廃
し
た
心
」
が
、
あ
の
「
事
件
」

　
　
を
引
き
起
し
た
と
思
っ
て
い
る
の
か
？
　
も
し
、
昭
和
十
二

　
　
年
に
「
荒
廃
し
た
心
」
が
あ
の
事
件
を
引
き
起
し
た
の
な
ら
、

　
　
昭
和
十
三
年
に
も
昭
和
十
四
年
に
も
、
も
っ
と
大
規
模
な
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「
事
件
」
が
続
発
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と

　
　
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
犬
規
模
な
「
事
件
」
が
起
き
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憂
）

　
　
い
う
こ
と
は
耳
に
し
て
い
な
い
。

　
筑
波
常
治
が
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
軍
将
兵
の

蛮
行
を
、
「
た
だ
機
械
的
に
『
帝
国
主
義
戦
争
』
に
む
す
ぴ
つ
け
る

だ
け
で
は
、
客
観
的
な
効
果
と
い
う
点
で
単
な
る
体
験
談
と
犬
し

た
違
い
が
な
い
。
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
中
間
項
が
必
要
で
あ
る
」
。

そ
し
て
、
「
帝
国
主
義
戦
争
と
い
う
歴
史
的
条
件
が
、
ど
う
い
う

い
き
さ
つ
を
た
ど
っ
て
一
人
の
人
間
の
意
識
・
行
動
に
結
晶
し
て

い
っ
た
か
。
そ
の
な
か
に
、
戦
争
の
本
質
を
と
く
カ
ギ
が
ひ
そ
ん

　
　
＾
眺
）

で
い
る
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
歴
史
分
析

が
欠
如
し
て
い
た
た
め
に
、
鈴
木
の
か
な
り
単
線
的
な
批
判
が
、

そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
事
情
が
存
在
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
戦
後
歴
史
挙
の
立
ち
遅
れ
の
背
景
に
は
、

ど
の
よ
う
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
あ
げ

ら
れ
る
の
は
、
戦
後
歴
史
学
の
中
で
も
一
貫
し
て
戦
争
責
任
の
間

題
を
追
及
し
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
「
客
観
主
義
的
性

格
」
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
主
体
的
な
戦
争
資
任
論
と

い
う
間
題
関
心
の
希
薄
さ
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
戦
争
犯

罪
の
実
態
の
解
明
と
い
う
作
業
は
、
不
可
避
的
に
権
カ
機
構
の
最

末
端
に
お
い
て
そ
の
行
為
を
直
接
に
担
っ
た
民
衆
自
身
の
戦
争
協

カ
、
戦
争
支
持
と
い
う
間
題
を
浮
か
ぴ
あ
が
ら
せ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
へ
の
正
面
か
ら
の
取
り
組
み
を
回
避
さ
せ
た

背
景
に
は
、
右
に
述
べ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
重
大
な
欠
陥

が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
荒
井
信
一
が
、
敗
戦
後

の
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
の
．
戦
争
責
任
論
は
、
「
支
配
階
級
の

客
観
的
な
責
任
の
追
求
、
天
皇
制
の
戦
争
政
策
の
暴
露
と
い
う
、

対
象
的
な
次
元
に
か
ぎ
ら
れ
て
し
ま
い
、
戦
争
責
任
論
の
主
体
的

契
機
に
は
あ
ま
り
、
注
意
は
、
は
ら
わ
れ
な
か
っ
た
」
と
し
て
次

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
そ
し
て
、
客
観
的
な
戦
争
原
因
論
と
、
主
体
的
な
戦
争
責

　
　
任
論
が
、
分
離
さ
れ
な
か
っ
た
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
戦

　
　
争
は
だ
れ
が
お
こ
し
た
か
と
い
う
歴
史
認
識
の
間
題
と
、
戦

　
　
争
に
誰
が
い
か
な
る
責
任
を
お
う
べ
き
か
と
い
う
価
値
判
断

　
　
の
問
題
が
、
同
義
的
に
お
き
か
え
ら
れ
る
と
い
う
理
論
的
混

　
　
乱
が
生
じ
た
。
…
…
そ
し
て
、
…
…
人
民
の
政
治
主
体
確
立

　
　
の
方
法
と
し
て
、
戦
争
責
任
の
問
題
が
自
覚
さ
れ
ず
、
か
つ

　
　
ま
た
そ
れ
が
現
代
史
研
究
の
方
法
と
し
て
定
着
し
な
か
っ
た

　
　
の
は
、
…
：
歴
史
学
の
問
題
と
し
て
は
そ
の
客
観
主
義
的
性
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（43）　15年戦争史研究と戦争責任問題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
）

　
　
格
に
か
か
わ
る
間
題
で
あ
っ
た
。

　
問
題
な
の
は
、
民
衆
自
身
の
主
体
的
な
歴
史
意
識
形
成
の
た
め

の
方
法
と
し
て
の
戦
争
責
任
論
、
と
い
う
荒
井
の
こ
の
重
要
な
間

題
提
起
が
、
そ
の
後
研
究
者
の
間
で
ほ
と
ん
ど
深
め
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
荒
井
自
身
も
、
「
全

体
と
し
て
、
主
体
的
な
戦
争
責
任
論
が
第
二
次
世
界
大
戦
史
研
究

の
方
法
と
し
て
、
ど
う
具
体
化
で
き
み
の
か
、
あ
る
い
は
で
き
な

い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
歴
史
学
の
側
か
ら
の
点
検
、
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
）

括
は
か
な
ら
ず
し
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
主
体
的
な
戦
争
責
任
論
と
の
接
点
が
な
い
ま
ま
、
戦

後
歴
史
挙
は
基
本
的
に
は
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し

ろ
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
主
体
的
な
戦
争
責
任
の
問
題
を
正
面

か
ら
論
じ
た
の
は
、
戦
争
協
カ
と
い
う
自
ら
の
「
恥
部
」
を
大
胆

に
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
体
験
の
思
想
化
を
は
か
ろ
う
と

し
た
か
つ
て
の
兵
士
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
渡
辺
清
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
茅
〕

ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
る
。

　
第
二
の
間
題
は
、
お
そ
ら
く
は
戦
前
の
偏
狭
な
愛
国
心
に
対
す

る
響
戒
も
あ
っ
て
、
戦
後
の
歴
史
学
が
民
衆
の
ナ
シ
冒
ナ
ル
な
感

情
と
も
い
う
べ
き
も
の
か
ら
、
無
意
識
の
う
ち
に
あ
る
距
離
を
お

こ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
色
川
大
吉
が
次

の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　
　
　
日
本
人
が
太
平
洋
戦
争
を
語
る
と
き
、
し
ぱ
し
ぱ
戦
争
否

　
　
定
の
言
葉
の
か
げ
に
、
今
な
お
秘
め
ら
れ
た
感
情
と
し
て
、

　
　
民
族
的
な
も
の
へ
の
献
身
や
勇
敢
だ
っ
た
戦
死
者
た
ち
へ
の

　
　
熱
い
共
感
を
湛
え
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
私
は
こ
の
心
情
を
内
側
か
ら
理
解
し
、
汲
み
え
な
か
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

　
　
れ
ま
で
の
進
歩
的
な
史
学
の
叙
述
は
落
第
で
あ
っ
た
と
恩
う
。

　
確
か
に
色
川
の
い
う
よ
う
に
、
こ
う
し
た
欠
陥
の
た
め
に
戦
後

歴
史
学
は
、
民
衆
の
痛
切
な
戦
争
体
験
や
そ
こ
に
お
け
る
民
衆
意

識
そ
の
も
の
を
研
究
の
対
象
に
す
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
ま
た
、
民

衆
の
あ
る
が
ま
ま
の
戦
争
体
験
を
媒
介
と
し
て
戦
争
責
任
論
を
構

築
す
る
と
い
う
方
向
性
を
持
ち
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
吉
沢
南
も
、
「
私
は
歴
史
研
究

者
の
一
人
と
し
て
反
省
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
日
本
の
戦
後
の
歴

史
学
は
、
『
日
本
人
』
の
民
衆
レ
ベ
ル
の
戦
争
体
験
を
、
研
究
の

対
象
と
し
て
真
面
目
に
位
置
付
け
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

＾
2
9
）

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
同
時
に
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
民
衆
感
情
か
ら

一
定
の
距
離
を
保
ち
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
迂
回
し
よ
う
と
す
る
潜

在
的
な
意
識
が
、
す
で
に
述
べ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
「
客
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観
主
義
的
性
格
L
と
も
相
ま
っ
て
、
戦
後
歴
史
学
と
主
体
的
な
戦

争
責
任
論
と
の
接
点
を
遮
断
す
る
役
割
を
も
果
た
し
た
こ
と
で
あ

＾
3
0
）

る
。
と
こ
ろ
で
近
年
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
戦
争
体
験
記
や
戦
記

の
類
が
出
版
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
伊
藤
公
雄
は
そ
う
し
た
現
象
に

つ
い
て
ふ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
沈
黙
し
て
い
た
「
恥
多
き
世
代
」
が
、
少
し
ず
つ
語
り
だ

　
　
し
始
め
て
い
る
。
・
：
…
そ
こ
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
の
煽
動
以
上

　
　
の
、
何
か
よ
り
深
い
歴
史
的
根
拠
さ
え
感
じ
さ
せ
る
。
四
〇

　
　
年
前
の
「
強
制
さ
れ
た
死
」
の
時
代
か
ら
、
今
「
自
然
な

　
　
死
」
の
接
近
を
前
に
、
か
つ
て
の
将
兵
た
ち
は
、
過
去
の
戦

　
　
闘
体
験
を
、
ま
た
死
者
の
ま
な
ざ
し
を
「
総
括
」
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
釦
）

　
　
し
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

　
確
か
に
、
そ
う
し
た
出
版
物
は
加
害
者
と
し
て
の
側
面
を
不
間

に
付
し
た
り
、
単
な
る
懐
古
趣
味
に
終
わ
る
強
い
傾
向
性
を
有
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
、
自
ら
の
戦
争
体
験
の
持
つ
意
味
を

「
総
括
」
し
よ
う
と
す
る
あ
る
種
の
渇
望
の
よ
う
な
も
の
が
強
く

感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
な
の
は
、

そ
う
し
た
「
総
括
」
の
動
き
に
架
橋
す
る
だ
け
の
問
題
関
心
と
方

法
論
と
を
、
戦
後
歴
史
学
の
側
が
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
三
に
は
、
民
衆
の
主
体
的
な
戦
争
責
任
を
間
題
に
す
る
場
合

の
方
法
的
困
難
さ
の
一
つ
と
し
て
、
民
衆
の
加
害
者
と
し
て
の
側

面
と
被
害
者
と
し
て
の
側
面
を
い
か
に
統
一
的
に
把
握
す
る
か
、

と
い
う
間
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
く

り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
の
日
本
社
会
に
お
い
て

は
、
空
襲
体
験
、
原
爆
体
験
、
引
揚
体
験
な
ど
の
被
害
者
と
し
て

の
民
衆
像
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
民
衆
の
加
害
者
と
し
て
の

側
面
が
充
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
状
況
に
あ

る
。
そ
れ
だ
け
に
昆
衆
の
加
害
者
と
し
て
の
側
面
を
具
体
的
に
明

ら
か
に
す
る
作
業
は
不
可
欠
で
あ
る
し
、
そ
の
こ
と
を
回
避
し
て

自
前
の
平
和
意
識
を
培
う
の
は
不
可
能
で
さ
え
あ
る
。

　
し
か
し
、
侵
賂
戦
争
へ
動
員
さ
れ
た
民
衆
が
被
害
者
と
し
て
の

側
面
を
あ
わ
せ
持
つ
の
は
事
実
で
あ
る
し
、
民
壊
を
加
害
者
に
し

た
て
あ
げ
る
よ
う
な
「
状
況
」
や
「
構
造
」
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
状
況
」
や
「
構
造
」
を

無
視
し
た
加
害
者
論
は
、
過
去
の
歴
史
に
対
す
る
一
方
的
な
断
罪

や
道
徳
的
な
悔
悟
の
要
求
に
終
わ
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

両
者
の
側
面
を
方
法
論
的
に
い
か
に
統
一
し
、
ま
た
具
体
的
な
歴

史
叙
述
の
中
に
生
か
し
て
ゆ
く
の
か
。
こ
の
問
題
は
従
来
ほ
と
ん

ど
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

204



（45）　15年戦争史研究と戦争責任間題

＾
3
2
〕

う
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
の
検
討
は
ま
た
、
民
衆
の
あ
る
が
ま
ま

の
戦
争
体
験
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
把
握
し
、
そ
こ
に
ト
ー
タ

ル
な
歴
史
的
位
置
づ
け
を
与
え
る
と
い
う
先
に
述
べ
た
課
題
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
3
〕

重
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
一
一
南
京
事
件
研
究
の
課
題
に
つ
い
て

　
以
上
の
論
点
を
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
最
後
に
南
京
事
件
研

究
の
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ

は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
南
京
事
件
を
め
ぐ
る
周
知
の
論
争
は

よ
う
や
く
新
た
な
段
階
を
迎
え
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
論
争
が
日
本

人
の
歴
史
認
識
を
倭
小
化
す
る
方
向
に
誘
導
さ
れ
て
ゆ
く
可
能
性

も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
「
ま
ぼ
ろ
し
」
派
の
軌
道
修

正
の
背
後
に
は
、
南
京
事
件
を
一
時
的
な
偶
発
事
と
し
て
処
理
し

た
上
で
、
論
争
を
虐
殺
の
規
模
1
1
中
国
側
の
被
虐
殺
者
数
と
い
う

「
数
の
問
題
」
だ
け
に
導
い
て
ゆ
こ
う
と
い
う
意
図
が
感
じ
ら
れ

る
。
同
時
に
、
研
究
が
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
り
出
し
た
と
は
い
え
、

歴
史
研
究
者
の
側
か
ら
の
取
り
組
み
の
立
ち
遅
れ
を
反
映
し
て
、

南
京
事
件
の
実
態
そ
の
も
の
に
も
未
解
明
の
都
分
が
少
な
く
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
、
あ
ら
た
め
て
研
究
課
題
の
整
理
を
試
み
て
み
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
実
証
上
の
最
大
の
間
題
は
、
や
は
り
、
事
件
の
際
の

中
国
側
被
虐
殺
者
数
の
正
確
な
推
計
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
現
在
の
研
究
段
階
で
は
、
「
日
本
軍
の
南
京
占
領
に
ょ
っ
て
、

二
〇
万
人
を
く
だ
ら
な
い
中
国
軍
民
の
犠
牲
者
が
生
じ
た
」
と
す

　
　
　
　
　
壼
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
筆

る
洞
宮
雄
の
推
計
が
最
も
有
カ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
畝
本
正
巳
の
「
虐
殺
の
疑
い
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
）

る
も
の
は
三
千
乃
至
六
千
内
外
」
と
い
う
推
計
、
板
倉
由
明
の

「
い
わ
ゆ
る
『
虐
殺
』
は
、
兵
士
○
・
八
万
、
一
般
人
○
・
五
万
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
〕

合
計
お
よ
そ
一
・
三
万
人
程
度
」
と
す
る
推
計
な
ど
、
洞
推
計
と

は
著
し
く
か
け
離
れ
た
推
計
が
存
在
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
畝
本
・
板
倉
推
計
に
は
様
々
な
方
法
論
的
問
題
が

は
ら
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
今
後
の
論
争
を
生
産

的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
「
虐
殺
」
の
定
義
に
か

か
わ
る
、
次
の
三
点
だ
け
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
一
つ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
便
衣
兵
狩
り
」
の
位
置
づ
け
の
問
題

で
あ
る
。
南
京
陥
落
後
、
戦
闘
意
欲
を
完
全
に
喪
失
し
た
申
国
軍

将
兵
は
、
武
器
と
軍
服
を
捨
て
、
便
衣
（
民
間
人
の
服
）
を
身
に

つ
け
て
、
難
民
区
内
に
潜
伏
し
た
。
日
本
軍
は
、
こ
れ
に
対
し
、

苛
烈
な
掃
蕩
戦
を
実
施
し
、
「
便
衣
兵
」
と
認
定
し
た
者
を
直
ち

に
連
行
し
て
大
規
模
な
集
団
処
刑
を
行
な
っ
た
。
同
時
に
こ
の
過
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程
で
、
多
数
の
一
般
市
民
が
「
便
衣
兵
」
に
誤
認
さ
れ
て
処
刑
さ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
田
中
正
明
や
畝
本
正
巳
は
、
こ
の
「
便
衣

兵
狩
り
」
を
正
規
の
戦
闘
行
動
と
み
な
し
て
、
「
不
法
殺
害
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
〕

は
あ
た
ら
な
い
と
主
張
し
、
「
虐
殺
」
に
区
分
し
よ
う
と
し
な
い
。

ま
た
板
倉
由
明
の
場
合
も
、
「
便
衣
兵
狩
り
」
そ
の
も
の
を
国
際

法
違
反
と
は
せ
ず
、
そ
の
中
に
一
都
の
「
不
法
殺
害
」
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
）

こ
と
を
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
率
直
に
言
っ
て
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
当
時
の

国
際
法
に
対
す
る
無
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
本

来
、
交
戦
法
規
に
違
反
し
国
際
法
に
よ
る
保
護
の
適
用
を
受
け
・
な

い
と
さ
れ
た
「
便
衣
兵
」
と
は
、
武
器
を
携
行
し
て
敵
対
行
動
を

行
な
う
戦
闘
者
の
こ
と
を
指
す
は
ず
で
あ
っ
て
、
武
器
を
捨
て
低

抗
す
る
意
志
を
失
な
っ
て
難
民
の
中
に
逃
げ
こ
ん
で
い
る
非
カ
な

人
々
の
群
を
「
便
衣
兵
」
と
す
る
の
は
、
「
便
衣
兵
」
の
本
来
の

概
念
の
不
当
な
拡
大
解
釈
で
あ
る
。
第
二
に
、
南
京
に
本
来
の
意

味
で
の
「
便
衣
兵
」
が
仮
に
存
在
し
た
と
し
て
も
、
南
京
で
実
際

に
行
な
わ
れ
た
「
便
衣
兵
狩
り
」
の
や
り
方
そ
の
も
の
が
、
国

際
法
に
明
白
に
低
触
し
て
い
た
。
例
え
ぱ
、
当
時
の
代
表
的
法
学

者
、
立
作
太
郎
は
、
ゲ
リ
ラ
や
「
変
装
せ
る
軍
人
」
な
ど
に
よ
り

行
な
わ
れ
る
敵
対
行
動
を
基
本
的
に
は
、
「
戦
時
重
罪
」
（
老
彗

○
ユ
昌
鶉
）
に
あ
た
る
と
し
な
が
ら
も
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
凡
そ
戦
時
重
罪
人
は
、
軍
事
裁
判
所
又
は
其
他
の
交
戦
国

　
　
の
任
意
に
定
む
る
裁
判
所
に
於
て
審
間
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
然
れ
ど
も
全
然
審
問
を
行
は
ず
し
て
処
罰
を
為
す
こ
と
は
、

　
　
現
時
の
国
際
慣
習
法
規
上
禁
ぜ
ら
る
る
所
と
認
め
ね
ぱ
な
ら

　
　
＾
仰
〕

　
　
ぬ
。

　
ま
た
、
全
く
同
様
に
篠
田
治
策
も
、
「
死
刑
に
処
す
る
を
原
則

と
す
べ
き
」
敵
対
行
動
の
一
つ
に
、
「
便
衣
隊
の
如
き
者
」
を
あ

げ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
条
件
を
付
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
而
し
て
此
等
の
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
に
は
必
ず
軍
事
裁
判

　
　
に
附
し
て
其
の
判
決
に
依
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ぱ
、

　
　
殺
伐
な
る
戦
地
に
於
い
て
は
動
も
す
れ
ぱ
人
命
を
軽
ん
じ
、

　
　
惹
い
て
良
民
に
冤
罪
を
蒙
ら
し
む
る
こ
と
あ
る
が
為
め
で
あ

　
　
＾
仙
）

　
　
る
。

　
つ
ま
り
、
日
本
の
侵
賂
行
動
の
法
的
正
当
化
に
終
始
し
た
当
時

　
　
＾
竺

の
法
学
界
に
お
い
て
さ
え
、
南
京
で
実
際
に
行
な
わ
れ
た
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
響

軍
事
裁
判
の
手
続
き
を
省
略
し
た
集
団
処
刑
1
1
「
便
衣
兵
狩
り
」

は
違
法
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南

京
に
お
け
る
「
便
衣
兵
狩
り
」
は
、
明
ら
か
に
国
際
法
違
反
の
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「
不
法
殺
害
」
で
あ
っ
て
、
「
不
法
殺
害
」
を
「
虐
殺
」
に
区
分
す

る
以
上
、
凝
問
の
余
地
な
く
虐
殺
を
構
成
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。

　
虐
殺
の
定
義
に
か
か
わ
る
二
つ
目
の
問
題
は
、
投
降
捕
虜
の
位

置
づ
け
で
あ
る
。
畝
本
正
巳
の
前
掲
「
証
言
に
よ
る
『
甫
京
戦

史
』
（
u
）
」
の
場
合
は
、
「
集
団
投
降
捕
虜
、
個
別
投
降
捕
虜
で

収
容
後
、
殺
さ
れ
た
者
」
だ
け
を
「
不
法
行
為
」
に
区
分
し
、

「
個
別
的
に
投
降
し
た
が
、
殺
さ
れ
た
者
」
を
「
準
戦
死
者
」
扱

い
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
板
倉
由
明
の
前
掲
「
南
京
事
件
の

数
字
的
研
究
③
」
も
ほ
ぼ
同
様
の
立
場
で
あ
り
、
ま
た
最
近
で
は

秦
郁
彦
が
、
「
投
降
兵
の
殺
害
に
は
戦
闘
の
延
長
と
見
ら
れ
る
要

素
も
あ
り
」
と
し
つ
つ
、
「
戦
意
を
失
い
、
武
器
を
捨
て
て
、
集

団
ま
た
は
個
人
で
投
降
し
た
中
国
兵
を
そ
の
場
で
殺
害
し
た
例
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
竺

を
「
不
法
殺
害
」
か
ら
除
外
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
敵

衡
心
の
た
か
ま
る
戦
場
で
投
降
兵
を
そ
の
場
で
殺
害
し
て
し
ま
う

事
例
が
少
な
く
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
そ
の
殺

害
が
「
不
法
」
で
あ
る
か
否
か
は
全
く
別
次
元
の
間
題
で
あ
る
。

そ
し
て
法
的
レ
ベ
ル
の
間
題
で
い
え
ぱ
、
投
降
兵
の
殺
害
は
、

「
兵
器
ヲ
捨
テ
又
ハ
自
衛
ノ
手
段
尽
キ
テ
降
ヲ
乞
ヘ
ル
敵
ヲ
殺
傷

ス
ル
コ
ト
」
を
禁
じ
た
一
九
〇
七
年
の
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
二
関

ス
ル
条
約
L
等
に
対
す
る
明
白
な
侵
犯
行
為
で
あ
っ
て
、
「
不
法

殺
害
」
を
「
虐
殺
」
と
み
な
す
立
場
を
と
る
以
上
、
明
ら
か
に
虐

殺
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
者
が

国
際
法
の
規
定
を
無
視
し
て
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
く
り
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
価
）

し
て
い
る
の
は
、
率
直
に
言
っ
て
全
く
理
解
で
き
な
い
。

　
三
つ
目
の
間
題
は
、
畝
本
・
板
倉
・
秦
の
よ
う
に
、
「
不
法
殺

害
」
だ
け
を
「
虐
殺
」
と
み
な
す
立
場
自
体
に
も
大
き
な
問
題
が

は
ら
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
当
時
の
国
際
法

に
は
、
植
民
地
保
有
大
国
の
利
害
な
ど
を
反
映
し
て
、
ゲ
リ
ラ
の

保
謹
規
定
の
不
充
分
さ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
国
際
人
道
法
と
い
う

観
点
か
ら
み
た
時
、
様
々
な
不
備
が
存
在
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
明
文
を
も
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
行
為
以
外
は
全

て
正
規
の
戦
闘
行
動
で
あ
っ
て
「
合
法
的
」
殺
害
で
あ
る
、
と
い

わ
ん
ぱ
か
り
の
主
張
は
あ
ま
り
に
も
単
純
な
議
論
で
あ
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
事
実
、
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
二
関
ス
ル
条
約
」

に
あ
っ
て
も
、
そ
の
前
文
に
は
次
の
よ
う
に
調
わ
れ
て
お
り
、
明

文
の
規
定
が
な
い
場
合
で
も
、
あ
く
ま
で
人
道
主
義
の
立
場
に
立

っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
よ
び
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
層
完
備
シ
タ
ル
戦
争
法
規
二
関
ス
ル
法
典
ノ
制
定
セ
ラ

　
　
ル
ル
ニ
至
ル
迄
ハ
締
約
国
ハ
其
ノ
採
用
シ
タ
ル
条
規
二
含
マ
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レ
ザ
ル
場
合
二
於
テ
モ
人
民
及
交
戦
者
ガ
依
然
文
明
国
ノ
間

　
　
二
存
立
ス
ル
ノ
慣
習
、
人
遣
ノ
法
則
及
公
共
良
心
ノ
要
求
ヨ

　
　
リ
生
ズ
ル
国
際
法
ノ
原
則
ノ
保
護
及
支
配
ノ
下
二
立
ツ
コ
ト

　
　
ヲ
確
認
ス
ル
ヲ
以
テ
適
当
ト
認
ム

　
南
京
攻
略
戦
の
場
合
に
こ
の
こ
と
が
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、

藤
原
彰
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
作
戦
が
「
完
全
な
包
囲
職
滅

＾
郁
）

戦
」
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
中
国
軍
部
隊
は
急
激

に
潰
走
し
、
組
織
的
統
制
と
戦
闘
意
欲
と
を
完
全
に
喪
失
し
た
中

国
軍
将
兵
が
、
武
器
を
捨
て
、
時
に
は
武
器
を
所
持
し
た
ま
ま
、

無
カ
な
群
と
な
っ
て
南
京
城
の
内
外
を
俳
個
し
た
。
と
こ
ろ
が
日

本
軍
は
す
で
に
戦
闘
の
帰
趨
が
完
全
に
決
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
投
降
の
勧
告
す
ら
な
い
ま
ま
、
こ
れ
ら
の
中
国
軍
将
兵
に

襲
い
か
か
り
、
そ
の
大
多
数
を
殺
害
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

日
本
軍
の
行
動
を
正
規
の
戦
闘
行
動
と
み
な
す
の
に
は
、
や
は
り

大
き
な
無
理
が
あ
り
、
そ
の
非
人
道
的
実
態
に
お
い
て
虐
殺
に
含

　
　
　
　
　
　
（
仰
）

め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
「
不
法
殺
害
」
だ
け
を
「
虐
殺
」
と
す
る
立
場
は
、

当
時
の
由
際
法
を
絶
対
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
大
沼
保
昭
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
あ
る
時
代
の
国
際
法
か
ら
見
て
合
法
か
否

か
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
ら
判
断
の
絶
対
的
基
準
と
な
る
も
の
で

は
な
L
く
、
既
存
の
国
際
法
自
体
が
、
「
国
際
法
に
よ
る
欧
米
列
強

の
世
界
支
配
の
正
当
化
機
能
」
と
い
う
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

を
有
す
る
と
い
う
側
面
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
際
法
上
の
「
不
法
」
性
と
い
う
次
元
だ
け
で
虐
殺
を
論
じ

る
の
は
大
沼
の
い
う
「
合
法
性
信
仰
」
に
陥
ち
入
っ
て
い
る
も
の

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
以
上
、
三
点
に
わ
た
っ
て
虐
殺
の
定
義
に
か
か
わ
る
問
題
を
み

て
き
た
が
、
ぞ
う
し
た
議
論
を
前
提
に
し
た
上
で
、
被
虐
殺
者
数

の
よ
り
正
確
な
推
計
が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
の
場

合
に
重
要
な
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
併
用
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
前
掲
『
決
定
版
　
南
京
大
虐
殺
』

が
試
み
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
側
の
埋
葬
記
録
を
基
礎
に
し
て
推

計
し
て
ゆ
く
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
紅
卍
字
会
や
崇
善
堂

な
ど
の
中
国
側
埋
葬
団
体
の
活
動
状
況
を
示
す
資
料
が
さ
ら
に
発

掘
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
洞
窟
雄
の
前
掲
『
南
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
〕

大
虐
殺
の
証
明
』
や
秦
郁
彦
の
前
掲
『
南
京
事
件
』
が
や
は
り
試

み
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
軍
の
個
々
の
部
隊
の
戦
闘
詳
報
や
戦
記

の
類
、
将
兵
の
垂
言
や
日
記
な
ど
を
で
き
る
限
り
発
掘
し
、
そ
の

各
々
に
記
録
さ
れ
た
中
国
側
犠
牲
者
数
を
積
み
上
げ
て
ゆ
く
や
り

方
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
記
録
の
重
複
に
注
意
す
る
と
と
も
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に
、
軍
関
係
の
資
料
を
ど
れ
だ
け
多
く
収
集
し
、
そ
れ
を
批
判
的

に
検
討
で
き
る
か
が
鍵
で
あ
ろ
う
。
包
括
的
な
資
料
が
残
さ
れ
て

い
る
可
能
性
が
少
な
い
以
上
、
こ
の
二
つ
の
方
法
の
併
用
に
よ
っ

て
、
被
虐
殺
者
数
の
で
き
る
隈
り
正
確
な
推
計
に
せ
ま
っ
て
ゆ
く

他
な
い
と
思
う
。

　
次
に
南
京
事
件
研
究
の
課
題
の
第
二
は
、
事
件
の
背
景
を
歴
史

具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
件
を
惹
起
さ
せ
た

諸
要
因
を
浮
き
ぽ
り
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の

事
件
が
出
先
の
一
部
の
軍
人
が
引
き
起
こ
し
た
偶
発
的
な
「
不
祥

事
」
な
ど
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
は
、
日
本
の
「
近
代
化
」
そ

の
も
の
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
前
掲
『
天
皇
の
軍
隊
と
南
京
事
件
』

の
中
で
、
ご
く
簡
単
な
ス
ケ
ヅ
チ
を
試
み
て
み
た
が
、
お
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
間
題
群
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
①
　
南
京
事
件
の
直
接
の
前
史
と
し
て
の
上
海
攻
略
戦
及
ぴ
上

　
　
海
か
ら
甫
京
へ
の
追
撃
戦
の
分
析
。
こ
の
過
程
で
南
京
事
件

　
　
を
生
み
出
す
よ
う
な
土
壌
が
、
軍
内
部
に
い
か
に
形
成
さ
れ

　
　
て
い
っ
た
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

　
②
　
帝
国
主
義
戦
争
と
し
て
の
日
中
戦
争
の
歴
史
的
性
格
が
、

　
　
日
本
軍
将
兵
の
意
識
や
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぽ
し
、

　
　
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
解
明
。

　
⑧
　
「
天
皇
の
軍
隊
」
に
お
け
る
軍
紀
の
特
質
の
解
明
。
こ
の

　
　
場
合
、
天
皇
制
軍
隊
の
確
立
期
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
、

　
　
満
州
事
変
期
に
お
け
る
そ
の
歴
史
的
変
化
を
踏
ま
え
た
上
で
、

　
　
日
中
戦
争
期
の
大
量
動
員
下
で
の
日
本
軍
の
軍
紀
の
特
質
を

　
　
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
④
　
「
銃
後
」
、
す
な
わ
ち
日
本
国
内
の
民
衆
状
況
の
分
析
。
こ

　
　
こ
で
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
民
衆
動
員
の
あ
り
方
や
報
遣
統

　
　
制
・
世
論
操
作
の
あ
り
方
、
こ
の
侵
賂
戦
争
を
支
持
し
た
民

　
　
衆
の
戦
争
観
・
国
家
観
・
中
国
観
な
ど
が
問
題
と
な
ろ
う
。

　
　
さ
ら
に
、
前
線
の
将
兵
の
意
識
が
「
銃
後
」
の
民
象
意
識
に

　
　
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぽ
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
馳
〕

　
　
た
の
か
と
い
う
問
題
も
重
要
で
あ
る
。

　
⑤
　
現
地
軍
幹
部
・
軍
中
央
部
の
責
任
の
問
題
。
こ
の
問
題
に

　
　
関
し
て
は
、
彼
ら
の
戦
争
指
導
や
作
戦
指
導
の
特
質
、
捕
虜

　
　
対
策
や
一
般
住
民
対
策
の
特
質
な
ど
を
具
体
的
に
明
ら
か
に

　
　
し
た
上
で
、
彼
ら
が
南
京
事
件
に
対
し
て
直
接
・
間
接
に
負

　
　
う
べ
き
責
任
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
南
京
事
件
研
究
の
第
三
の
課
趨
と
し
て
は
、
日
中
戦
争
期
の
国

際
関
係
の
中
に
、
こ
の
事
件
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
、
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と
い
う
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
南
京
事
件
が
大
き
な
国
際
的
反
響

を
よ
ん
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
件
へ
の
各
国

政
府
の
対
応
は
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
い
。
特
に
対
抗
と
宥
和

の
交
錯
す
る
対
日
政
策
を
と
っ
て
き
た
米
英
両
国
政
府
が
こ
の
事

件
に
ど
の
よ
う
に
反
応
し
、
こ
れ
を
ど
う
処
理
し
よ
う
と
し
た
の

か
。
ま
た
、
事
件
へ
の
国
際
的
非
難
や
米
英
両
国
政
府
の
対
応
の

仕
方
が
、
目
本
政
府
や
軍
中
央
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の

か
。
こ
れ
ら
一
連
の
問
題
の
解
明
が
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
の
課
題
と
し
て
は
、
南
京
事
件
が
戦
後
の
日
本
社
会
の
中

で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
報
道
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
受
容
さ
れ

た
の
か
、
あ
る
い
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
、

い
わ
ぱ
事
件
の
「
戦
後
史
」
と
で
も
い
う
べ
き
間
題
の
分
析
で
あ

る
。
こ
の
間
題
を
重
視
し
た
い
の
は
、
そ
の
報
道
の
さ
れ
方
、
受

容
の
さ
れ
方
、
反
発
と
非
受
容
の
あ
り
方
の
中
に
、
戦
後
の
日
本

人
の
国
民
意
識
の
質
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
南
京
事
件
の
「
戦
後
史
」
そ
の
も
の
が
、

戦
争
責
任
問
題
を
考
え
る
上
で
の
恰
好
の
研
究
対
象
を
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
四
点
に
わ
た
っ
て
、
南
京
事
件
研
究
の
課
題
に
つ
い
て

み
て
き
た
。
今
後
さ
ら
に
、
こ
の
分
野
で
の
研
究
が
深
め
ら
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

お
わ
り
に

　
敗
戦
後
ま
も
な
い
一
九
四
八
年
七
月
七
日
、
反
骨
の
軍
人
と
し

て
知
ら
れ
る
堀
場
一
雄
は
、
自
著
『
支
那
事
変
戦
争
指
導
史
』
の

序
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　
　
　
即
被
綻
せ
る
支
那
事
変
に
省
み
る
所
無
く
ん
ぱ
、
後
世
再

　
　
び
此
の
覆
轍
を
踏
ま
ん
こ
と
を
虞
る
。
後
人
が
前
人
の
勧
戒

　
　
を
冒
す
こ
と
事
変
中
既
に
枚
挙
に
邊
あ
ら
ず
。
民
族
の
生
命

　
　
は
無
窮
な
り
。
願
く
は
後
世
再
び
此
の
過
誤
無
か
ら
ん
こ
と

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
を
。
…
…
本
書
は
高
次
な
る
日
本
自
ら
の
内
省
を
主
と
し
、

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
他
国
の
是
非
及
国
際
慣
行
の
比
較
は
姑
く
措
い
て
之
を
論
ぜ

　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
ず
。
是
自
ら
を
卑
下
す
る
に
非
ず
、
又
他
国
の
非
を
是
認
す

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
る
も
の
に
も
非
ず
、
専
ら
民
族
の
生
命
を
尊
し
と
な
す
所
以

　
　
、
　
、
＾
馴
）

　
　
な
り
（
傍
点
－
引
用
者
）
。

　
強
烈
な
民
族
主
義
の
立
場
か
ら
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
、

日
本
民
族
の
犯
し
た
誤
ま
り
を
直
視
し
、
あ
の
戦
争
か
ら
日
本
民

族
と
し
て
の
主
体
的
な
教
訓
を
学
び
と
ろ
う
と
す
る
ひ
た
む
き
な

婆
勢
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
敗
戦
後
四
〇
余
年
を
へ
た
今
日
、

こ
の
国
の
保
守
主
義
者
や
民
族
主
義
者
た
ち
は
、
そ
う
し
た
真
撃
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な
婆
勢
を
完
全
に
喪
失
し
て
し
ま
ウ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
例

え
ぱ
、
「
新
ま
ぼ
ろ
し
」
派
の
代
表
的
論
客
で
あ
る
板
倉
由
明
は
、

「
お
ん
ぷ
で
つ
ま
み
食
い
1
戦
争
を
知
ら
な
い
坊
や
の
タ
ワ
ゴ
ト
」

と
い
う
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ヅ
ク
な
見
出
し
を
つ
け
た
拙
著
に
対
す
る

　
＾
盟
〕

書
評
の
中
で
次
の
よ
う
に
居
直
っ
て
い
る
。

　
　
　
戦
争
の
狂
気
の
中
で
は
、
何
処
の
軍
隊
も
悪
い
事
を
す
る
。

　
　
天
皇
の
軍
隊
も
悪
い
こ
と
を
し
た
。
し
か
し
、
天
皇
の
、
日

　
　
本
人
の
軍
隊
だ
け
が
世
界
に
希
な
残
虐
な
軍
隊
で
あ
っ
た
と

　
　
日
本
人
が
吹
聴
し
て
回
る
必
要
は
な
い
。

　
こ
こ
に
お
い
て
は
、
侵
略
者
と
被
侵
略
者
と
の
区
別
が
全
く
無

視
さ
れ
て
い
る
ぱ
か
り
で
は
な
く
、
日
本
人
と
し
て
の
主
体
的
な

内
省
の
契
機
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
歴

史
に
対
す
る
痛
覚
を
欠
い
た
こ
う
し
た
傲
慢
な
議
論
の
背
景
に
、

我
々
は
、
高
度
成
長
を
へ
た
今
日
の
日
本
社
会
の
内
部
で
急
速
に

成
長
し
つ
つ
あ
る
大
国
主
義
ナ
シ
目
ナ
リ
ズ
ム
の
存
在
を
み
て
と

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
戦
争
責
任
問
題
へ
の
取

り
組
み
は
、
こ
の
大
国
主
義
ナ
シ
目
ナ
リ
ズ
ム
と
の
格
闘
の
過
程

で
も
あ
り
、
我
々
が
他
民
族
と
の
相
互
理
解
の
上
に
生
き
よ
う
と

す
る
隈
り
、
依
然
と
し
て
南
京
事
件
の
問
題
は
現
代
を
生
き
る
我

々
自
身
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室
編
『
世
諭
調
査
年
鑑
（
昭
和
4
8
年

　
版
）
』
（
犬
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
七
五
年
）
所
収
。

（
2
）
　
同
『
世
論
調
査
年
鑑
（
昭
和
砧
年
版
）
』
（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一

　
九
七
一
年
）
所
収
。

（
3
）
　
安
丸
良
夫
『
日
本
ナ
シ
目
ナ
リ
ズ
ム
の
前
夜
』
朝
日
新
聞
社
、

　
一
九
七
七
年
、
二
一
四
頁
。

（
4
）
　
内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室
編
『
全
国
世
論
調
査
の
現
況
（
昭

　
和
5
8
年
版
）
』
（
犬
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
四
年
）
所
収
。

（
5
）
　
児
島
嚢
『
東
京
裁
判
㈲
』
中
公
新
書
、
一
九
七
一
年
、
七
四
頁
。

（
6
）
　
同
右
、
七
八
貢
。

（
7
）
　
の
ち
、
本
多
勝
一
『
中
国
の
旅
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
二

　
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
　
　
　
■

（
8
）
　
の
ち
、
鈴
木
明
『
「
南
京
大
虐
殺
」
の
ま
ぽ
ろ
し
』
（
文
芸
春
秋

　
社
、
一
九
七
三
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

（
9
）
　
こ
の
論
争
の
経
過
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
洞
窟
雄
『
南

　
京
大
虐
殺
1
「
ま
ぽ
ろ
し
」
化
工
作
批
判
』
（
現
代
史
出
版
会
、
一

　
九
七
五
牢
）
、
同
『
決
定
版
　
南
京
大
膚
殺
』
（
現
代
史
出
版
会
、
一

　
九
八
二
年
）
を
参
照
。

（
1
0
）
　
田
中
正
明
『
〃
南
京
虐
殺
・
の
虚
構
』
日
本
教
文
社
、
一
九
八

　
四
年
。

（
n
）
　
板
倉
由
明
「
松
井
石
根
大
将
『
陣
中
日
記
』
改
鼠
の
怪
」
（
『
歴

　
史
と
人
物
』
一
九
八
五
年
冬
号
）
。

（
1
2
）
　
田
中
正
明
編
『
松
井
石
根
犬
将
の
陣
中
日
誌
』
芙
蓉
書
房
、
一

　
九
八
五
年
。
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（
1
3
）
　
板
倉
由
明
「
『
南
京
大
虐
殺
』
の
数
字
的
研
究
」
（
『
ゼ
ン
ボ
ウ
』

　
一
九
八
四
年
三
月
号
）
、
同
「
続
『
南
京
大
虐
殺
』
の
数
字
的
研
究
」

　
（
同
右
、
一
九
八
四
年
一
〇
月
号
）
、
同
「
南
京
事
件
の
数
字
的
研
究

　
③
」
（
同
右
、
一
九
八
五
年
四
月
号
）
等
。

（
1
4
）
本
多
勝
一
「
南
京
へ
の
道
①
…
⑳
」
（
『
朝
目
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一

　
九
八
四
年
四
月
一
三
日
号
～
一
〇
月
五
目
号
）
。

（
1
5
）
　
藤
原
彰
『
南
京
大
虐
殺
』
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ヅ
ト
、
一
九
八
五
年
。

（
1
6
）
　
吉
田
裕
『
天
皇
の
軍
隊
と
南
京
事
件
』
青
木
書
店
、
一
九
八
六

　
年
。

（
1
7
）
　
洞
宮
雄
『
南
京
大
虐
殺
の
証
明
』
朝
目
新
聞
社
、
一
九
八
六
年
。

（
1
8
）
　
秦
郁
彦
『
南
京
事
件
』
中
公
新
書
、
一
九
八
六
年
。

（
1
9
）
　
笠
原
十
九
司
「
南
京
大
虐
殺
の
全
貌
は
な
ぜ
報
道
さ
れ
な
か
っ

　
た
か
0
～
⑥
」
（
『
歴
史
地
理
教
育
』
一
九
八
六
年
四
月
号
：
九
月

　
号
）
。

（
2
0
）
　
南
京
市
文
史
資
料
研
究
会
編
、
加
々
美
光
行
・
姫
田
光
義
訳

　
『
璽
冒
・
南
京
犬
虐
殺
』
青
木
書
店
、
一
九
八
四
年
。
高
興
祖
著
、

　
牧
野
篤
訳
『
商
京
大
虐
殺
』
日
本
教
職
員
組
合
・
国
民
教
育
研
究
所
、

　
一
九
八
六
年
。

（
2
1
）
　
江
口
圭
一
「
十
五
年
戦
争
史
研
究
の
課
題
」
（
『
歴
史
学
研
究
』

　
一
九
八
二
年
二
一
月
号
）
。

（
2
2
）
　
た
だ
し
最
近
で
は
、
少
し
づ
つ
で
は
あ
る
が
新
し
い
研
究
成
果

　
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え
ぱ
、
江
口
圭
一
編
著
『
資
料
日
中
戦
争

　
期
阿
片
政
策
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
、
粟
屋
憲
太
郎
・
吉
見

　
義
明
「
毒
ガ
ス
作
戦
の
真
実
」
（
『
世
界
』
一
九
八
五
年
九
月
号
）
、

　
岡
部
牧
夫
「
目
本
軍
の
残
膚
行
為
を
め
ぐ
っ
て
」
（
同
上
）
等
。
ま

　
た
、
東
京
裁
判
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
粟
屋
憲
太
郎
「
東
京
裁
判
へ

　
の
適
①
～
⑳
」
（
『
朝
目
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
八
四
年
一
〇
月
二
百

　
号
～
一
九
八
五
年
四
月
二
一
目
号
）
が
注
目
に
値
す
る
。

（
2
3
）
　
前
掲
『
「
南
京
犬
虐
殺
」
の
ま
ぽ
ろ
し
』
、
一
四
七
頁
。

（
2
4
）
筑
波
常
治
「
B
C
級
戦
犯
と
戦
後
思
想
」
（
恩
想
の
科
学
研
究

　
会
編
『
共
同
研
究
目
本
占
領
』
徳
間
書
店
、
一
九
七
二
年
）
。

（
刎
）
　
荒
井
信
一
「
危
機
意
識
と
現
代
史
」
（
山
田
宗
睦
他
『
現
代
の

　
発
見
第
六
巻
戦
後
精
神
』
春
秋
社
、
一
九
六
〇
年
）
。
の
ち
、
荒

　
井
信
一
『
現
代
史
に
お
け
る
ア
ジ
ァ
』
（
青
木
書
店
、
一
九
七
七
年
）

　
に
再
録
。
ま
た
江
口
圭
一
は
、
大
沼
保
昭
『
東
京
裁
判
か
ら
戦
後
責

　
任
の
恩
想
へ
』
の
書
評
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
九
八
六
年
一
一
月
号
）

　
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
の
背
後
に
ひ
そ
む
歴
史
研
究
者
の
心
性

　
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
従
前
の
歴
史
挙
研
究

　
で
は
、
民
衆
を
歴
史
の
推
進
カ
と
把
握
す
る
こ
と
か
ら
、
と
も
す
れ

　
ぱ
民
衆
美
化
諭
に
嘉
ち
い
り
、
ま
た
民
衆
の
戦
争
責
任
の
追
及
は
戦

　
争
指
導
者
の
免
罪
に
連
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
政
治
的
配
慮
か

　
ら
、
民
衆
自
身
の
戦
争
支
持
・
協
カ
の
問
題
の
解
明
を
回
避
す
る
傾

　
向
が
み
ら
れ
た
」
。
な
お
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
こ
う
し
た
欠

　
陥
に
対
し
て
早
く
か
ら
鋭
い
批
判
を
加
え
て
い
た
の
は
竹
内
好
で
あ

　
る
。
竹
内
の
「
中
国
人
の
抗
戦
意
識
と
日
本
人
の
道
徳
意
識
」
（
『
知

性
』
一
九
四
九
年
五
月
号
）
を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
竹
内
論
文
は
、

『
竹
内
好
評
論
集
第
一
巻
新
編
現
代
中
国
論
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九

　
六
六
年
）
な
ど
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
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（
2
6
）
　
荒
井
信
一
『
第
二
次
世
界
大
戦
』
東
京
大
挙
出
版
会
、
一
九
七

　
三
年
、
一
四
頁
。

（
2
7
）
　
渡
辺
満
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
戦
争
に
反
対
し
た
も

　
の
は
、
そ
れ
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
お
い
て
無
能
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
戦
争
に
協
カ
し
た
も
の
は
協
カ
し
た
こ
と
に
お
い
て
無
知
で
あ

　
っ
た
。
と
す
れ
ぱ
、
無
能
は
無
能
な
り
の
、
無
知
は
無
知
な
り
の
、

　
癒
や
し
が
た
い
恥
部
を
そ
れ
ぞ
れ
か
か
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

　
れ
を
僕
ら
は
ア
イ
マ
イ
な
形
で
は
な
く
、
：
…
・
犬
胆
に
摘
出
し
な
け

　
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
…
－
そ
し
て
、
そ
の
力
ー
ド
を
み
ん
な
が
正
直
に

　
出
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
戦
争
の
ど
の
部
分
、
ど
の

　
側
面
に
責
任
を
負
う
か
と
い
う
こ
と
が
か
な
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う

　
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
媒
体
に
し
て
、
戦
争
体
験
の
思
想
化
の
作
業
も

　
高
い
生
産
性
が
約
束
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
」
（
渡
辺
滴
『
私
の
天

　
皇
観
』
辺
境
社
、
一
九
八
一
年
、
八
一
員
）
。
な
お
、
民
族
共
同
体
・

　
運
命
共
同
体
と
し
て
の
国
家
と
い
う
意
識
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
る
傾
向

　
が
あ
る
に
せ
よ
、
自
ら
の
戦
闘
体
験
の
持
つ
意
味
に
こ
だ
わ
り
続
け

　
た
吉
田
満
の
戦
争
黄
任
論
も
璽
要
で
あ
る
。
吉
田
満
『
戦
中
派
の
死

　
生
観
』
（
文
芸
審
秋
社
、
一
九
八
○
年
）
に
収
録
さ
れ
た
「
一
兵
士

　
の
資
任
」
は
、
彼
の
主
体
的
な
戦
争
貴
任
論
の
一
つ
の
到
達
点
を
示

　
し
て
い
る
。

（
2
8
）
　
色
川
犬
吉
『
あ
る
昭
和
史
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
、
二

　
五
八
頁
。

（
2
9
）
　
吉
沢
南
『
私
た
ち
の
中
の
ア
ジ
ァ
の
戦
争
』
朝
目
新
聞
社
、
一

　
九
八
六
年
、
二
四
五
員
。

（
3
0
）
　
も
ち
ろ
ん
我
々
は
、
目
本
人
の
ナ
シ
目
ナ
ル
な
感
憎
の
中
に
は

　
ら
ま
れ
る
特
有
の
パ
イ
ァ
ス
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
大
岡
昇
平
の

　
『
な
が
い
旅
』
（
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
）
は
、
岡
田
資
陸
軍
中
将
を

　
主
人
公
に
し
た
作
品
で
あ
る
。
岡
田
は
B
C
級
戦
犯
裁
判
で
米
軍
機

　
搭
乗
員
殺
害
事
件
の
貴
任
を
問
わ
れ
て
処
刑
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
が
・

　
法
廷
で
は
都
下
の
罪
を
全
て
一
身
に
引
き
受
け
、
米
軍
の
本
土
無
差

　
別
爆
撃
を
国
際
法
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
そ
の
貴
任
を
追

　
及
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
気
骨
の
軍
人
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

　
ら
、
犬
岡
が
岡
囲
に
与
え
た
高
い
評
価
の
背
景
に
は
、
明
ら
か
に
犬

　
岡
自
身
の
、
い
さ
さ
か
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
た
ナ
シ
目
ナ
ル
な
感
憎
の

　
た
か
ま
り
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
岡
田
の
評
価
を
一
面

　
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
例
え
ぱ
、
前
掲
「
蓬
ガ
ス
作
戦
の
真
実
」

　
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
岡
田
は
、
中
国
戦
線
で
何
の
た

　
め
ら
い
も
な
く
国
際
違
反
の
毒
ガ
ス
作
戦
を
指
撞
し
た
高
級
軍
人
の

　
一
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
岡
は
、
「
軍
人
は
上
級
に
な
る
ほ
ど
政
治

　
的
に
な
り
、
ず
る
く
な
る
が
、
軍
司
令
官
ク
ラ
ス
に
は
立
派
な
人
物

　
が
い
る
」
と
し
て
、
レ
イ
テ
戦
を
指
揮
し
た
鈴
木
宗
作
第
三
五
軍
司

　
令
官
の
名
を
あ
げ
て
い
る
が
、
彼
は
第
二
五
軍
の
参
謀
長
と
し
て
一

　
九
四
二
年
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
華
僑
膚
殺
事
件
の
当
事
者
の

　
一
人
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
、
対
米
戦
と
の
か
か
わ

　
り
の
中
に
お
け
る
ナ
シ
目
ナ
ル
な
感
憎
の
噴
出
が
中
国
問
魑
を
欠
落

　
さ
せ
る
と
い
う
意
識
構
造
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

　
あ
る
。
あ
る
い
は
、
対
中
国
戦
争
に
対
す
る
「
罪
」
の
意
識
が
対
米

　
戦
に
お
け
る
ナ
シ
目
ナ
ル
な
感
情
の
た
か
ま
り
に
よ
っ
て
眠
り
こ
ま
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さ
れ
る
、
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
3
1
）
　
伊
藤
公
雄
「
戦
中
派
世
代
と
戦
友
会
」
（
高
橋
三
郎
編
著
『
共

　
同
研
究
・
戦
友
会
』
田
畑
書
店
、
一
九
八
三
年
）
。

（
3
2
）
　
日
本
平
和
学
会
の
一
九
八
五
年
秋
季
研
究
大
会
に
お
い
て
も
、

　
こ
の
加
審
者
・
被
審
者
論
が
論
争
の
的
と
な
っ
た
が
、
こ
の
論
争
に

　
加
わ
っ
た
山
口
定
と
坂
本
義
和
の
各
々
の
総
括
は
、
こ
の
問
題
の
方

　
法
論
的
な
困
難
さ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
『
目
本
平
和
挙
会
ニ
ュ
ー

　
ズ
レ
タ
ー
』
第
六
巻
第
五
号
（
一
九
八
六
年
）
に
収
録
さ
れ
た
、
山

　
口
定
「
私
が
言
っ
た
こ
と
、
言
い
た
か
っ
た
こ
と
」
、
坂
本
義
和

　
「
平
和
研
究
の
課
題
と
そ
の
現
代
的
な
意
味
」
を
参
照
。

（
3
3
）
　
こ
の
点
で
、
吉
沢
南
の
前
掲
書
、
『
私
た
ち
の
中
の
ア
ジ
ア
の

　
戦
争
』
は
、
そ
う
し
た
課
魑
に
歴
史
研
究
者
が
正
面
・
か
ら
取
り
組
ん

　
だ
意
欲
作
で
あ
る
。
吉
沢
は
こ
の
本
の
中
で
、
「
ア
ジ
ァ
の
戦
争
を

　
拒
否
し
え
な
か
っ
た
日
本
民
衆
の
弱
さ
」
や
加
害
の
実
相
を
追
跡
す

　
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
戦
争
体
験
を
通
じ
て
目
本
の
民
衆
が
、
「
ア

　
ジ
ア
の
民
衆
と
の
共
生
を
志
向
す
る
方
向
性
」
を
「
原
初
的
」
に
育

　
て
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
3
4
）
　
前
掲
『
決
定
版
　
南
京
大
虐
殺
』
、
一
四
五
頁
。
た
だ
し
、
こ

　
の
推
定
値
に
は
中
国
軍
戦
死
者
数
が
合
ま
れ
て
い
る
。

（
砧
）
　
前
掲
『
天
皇
の
箪
隊
と
南
京
事
件
』
、
　
一
五
九
～
一
六
三
員
、

　
を
参
照
。

（
％
）
　
前
掲
「
証
言
に
よ
る
南
京
戦
史
〈
そ
の
総
括
的
考
察
〉
」
。

（
3
7
）
　
前
掲
「
南
京
事
件
の
数
字
的
研
究
③
」
。

（
3
8
）
　
前
掲
『
〃
南
京
虜
殺
。
の
虚
構
』
、
一
八
九
～
一
九
〇
貫
、
前
掲

　
「
証
曽
に
よ
る
『
南
京
戦
史
』
（
1
1
）
」
。

（
3
9
）
　
前
掲
「
南
京
事
件
の
数
字
的
研
究
③
」
。

（
4
0
）
　
立
作
太
郎
『
戦
時
国
際
法
論
』
目
本
評
論
社
、
一
九
＝
二
年
、

　
四
九
貢
。

（
4
1
）
　
篠
囲
治
策
「
北
支
事
変
と
陸
戦
法
規
」
（
『
外
交
時
報
』
第
七
八

　
八
号
、
一
九
三
七
年
）
。

（
4
2
）
　
松
田
竹
男
「
戦
争
違
法
化
と
日
本
」
（
『
国
際
法
外
交
薙
誌
』
第

　
七
九
巻
第
五
号
、
一
九
八
O
年
）
参
照
。

（
何
）
　
南
京
に
お
け
る
「
便
衣
兵
狩
り
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
前
掲

　
『
天
裏
の
軍
隊
と
南
京
事
件
』
を
参
照
。

（
4
4
）
　
前
掲
『
南
京
嬰
件
』
、
一
八
七
～
二
〇
五
員
。

（
砧
）
　
な
お
、
軍
中
央
部
自
身
が
投
降
捕
虜
の
殺
害
を
事
実
上
黙
翻
し

　
て
い
た
事
実
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ぱ
、
海
箪
省
軍
務
局

　
長
・
軍
令
都
第
一
都
畏
が
陸
軍
中
央
部
と
も
協
議
の
上
、
第
三
艦
隊

　
参
謀
長
宛
に
発
し
た
通
牒
（
一
九
三
七
年
一
〇
月
一
五
日
付
軍
務
一

　
機
密
第
四
〇
九
号
）
の
次
の
一
節
に
は
、
明
ら
か
に
そ
う
し
た
二
＾

　
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
。
－
「
我
櫓
内
に
入
り
た
る
支
那
兵
の
取

　
扱
に
関
し
て
は
対
外
関
係
を
考
慮
し
不
法
苛
酷
の
非
難
の
口
実
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

　
へ
ざ
る
様
特
に
留
意
し
勘
く
と
も
俘
虜
と
し
て
収
容
す
る
も
の
に
付

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

　
て
は
国
際
法
規
に
照
し
我
公
明
正
犬
な
る
態
度
を
中
外
に
示
す
こ
と

　
肝
要
な
る
に
付
き
現
地
の
事
憎
之
を
許
す
限
り
概
ね
左
記
に
依
り
処

　
理
せ
ら
る
る
様
致
度
」
（
『
極
東
国
際
軍
事
裁
判
速
記
録
』
第
二
一
一

　
号
、
五
頁
、
傍
点
－
引
用
者
）
。

（
4
6
）
　
前
掲
『
南
京
大
膚
殺
』
、
六
二
員
。
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（
4
7
）
　
秦
郁
彦
の
場
合
は
、
「
敗
残
兵
の
殺
害
」
を
「
正
規
の
戦
闘
行

　
為
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
投
降
兵
の
殺
害
」
と
の
実
態
上
の
差
が
、

　
「
紙
一
重
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
前
掲
『
南
京
事
件
』
、
一

　
八
九
買
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
投
降
兵
の
殺
害
」
が
虐
殺
と
み
な
さ
れ

　
た
場
合
、
「
敗
残
兵
の
殺
害
」
も
少
な
く
と
も
虐
殺
と
「
紙
一
重
」

　
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
秦
の
見
解
に
は

　
流
動
的
な
要
素
が
は
ら
ま
れ
て
お
り
、
諭
争
を
生
産
的
な
も
の
に
す

　
る
た
め
に
は
、
「
投
降
兵
の
殺
害
」
が
「
不
法
殺
害
」
に
あ
た
ら
な

　
い
と
す
る
法
的
根
拠
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
4
8
）
　
犬
沼
保
昭
『
東
京
裁
判
か
ら
戦
後
貴
任
の
恩
想
へ
』
有
信
堂
、

　
一
九
八
五
年
、
四
一
～
四
二
頁
。

（
4
9
）
　
同
曹
は
、
様
々
な
新
質
料
に
基
づ
い
て
南
京
事
件
の
実
態
を
明

　
ら
か
に
し
た
労
作
で
あ
る
が
、
中
国
側
の
被
虐
殺
者
数
を
三
・
八
：

　
四
・
二
万
と
す
る
そ
の
推
計
に
は
、
犬
き
な
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え

　
な
い
。
新
書
と
し
て
の
性
格
上
、
推
定
の
賞
料
的
根
拠
が
不
明
確
な

　
の
は
や
む
を
え
な
い
と
し
て
も
・
す
で
に
述
ぺ
た
虐
殺
の
定
義
に
か

　
か
わ
る
問
題
以
外
に
も
次
の
よ
う
な
疑
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
①
　
第
九
師
団
に
よ
る
掃
蕩
戦
（
「
便
衣
兵
狩
り
」
）
に
関
し
て

　
は
、
そ
の
機
滅
数
七
〇
〇
〇
を
全
て
「
不
法
殺
害
」
に
計
上
し
な
が

　
ら
、
他
師
団
方
面
の
掃
蕩
戦
に
関
し
て
は
、
そ
の
職
滅
数
の
全
て
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
「
不
法
殺
害
」
に
計
上
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
点
。
⑭

　
「
ス
マ
イ
ス
調
査
」
に
よ
る
一
般
市
民
の
推
定
死
者
数
を
二
・
三
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
人
に
修
正
す
る
こ
と
の
根
拠
。
一
m
　
「
ス
マ
イ
ス
調
査
」
を
基
礎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
し
た
一
般
市
民
の
推
定
死
者
数
に
「
不
法
殺
害
と
し
て
の
割
引
」
率

　
（
二
分
の
一
な
い
し
三
分
の
一
）
を
か
け
る
こ
と
の
意
味
。
「
ス
マ
イ

　
ス
調
査
」
は
市
街
地
で
は
「
軍
事
行
動
」
。
に
よ
る
死
者
と
「
兵
士
の

　
暴
行
」
に
よ
る
死
者
、
「
拉
致
さ
れ
た
も
の
」
（
行
方
不
明
）
を
区
別

　
し
て
推
定
し
て
お
り
、
農
村
部
に
関
し
て
も
、
「
死
亡
者
の
八
七
バ

　
ー
セ
ン
ト
は
暴
行
に
よ
る
死
亡
で
、
犬
半
は
兵
士
の
故
意
の
行
為
に

　
よ
る
も
の
」
（
残
り
の
二
二
％
は
病
死
者
）
と
し
て
い
る
。

（
5
0
）
　
二
の
点
に
関
し
て
は
、
橘
川
文
三
「
日
本
近
代
史
と
戦
争
体

　
験
」
（
橋
川
文
三
他
『
現
代
の
発
見
第
二
巻
　
戦
争
体
験
の
意
味
』

　
券
秋
社
、
一
九
五
九
年
）
の
分
析
が
示
唆
的
で
あ
る
。

（
“
）
堀
場
一
雄
『
支
那
事
変
戦
争
指
導
史
』
原
書
房
、
一
九
七
三
年
、

　
一
頁
（
復
刻
原
本
“
一
九
六
二
年
刊
）
。

（
躯
）
　
『
月
曜
評
論
』
第
七
八
五
号
、
一
九
八
六
年
。

本
稿
は
昭
和
6
1
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
一
般
研
究
B
（
代
表
者
H

田
中
浩
「
戦
後
保
守
体
制
の
成
立
と
政
治
指
導
。
の
特
質
」
L
の
研
究

補
助
金
を
え
て
行
な
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
大
学
専
佳
講
師
）
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